ＬＰガス利用者緊急支援事業（令和７年４定補正分）の申請受付開始について
令和８年（2026年）１月22日
北海道経済部資源エネルギー課

１．事業概要
ＬＰガス料金の高止まりの影響を受けているＬＰガス利用者の負担軽減を図るため、ＬＰガス販売事業者が実施する料金値引きに対して支援。

２．支援内容
①　ＬＰガス利用者
令和８年２月～５月の請求額（利用額）から１契約あたり最大2,000円を値引き
②　ＬＰガス販売事業者
（一社）北海道LPガス協会を通じ、値引きの実施に伴う事務経費を支援
	
	対象経費
	支援額

	
	
	今回
R8.2～5月の
料金から値引き
	第４次
R7.9～11月の
料金から値引き
	第３次
R7.3～6月の
料金から値引き
	第２次
R6.2～5月の
料金から値引き
	初回
R5.7～9月の
料金から値引き

	1 
	ＬＰガス利用者に対する値引き
	１契約あたり
最大2,000円
(税別)
	１契約あたり
最大2,000円
(税別)
	１契約あたり
最大2,000円
(税別)

	
2 
	
販売事業者における事務経費
	契約数
300件
以下
	１事業者あたり60,000円
	１事業者
あたり
60,000円
	１事業者
あたり
30,000円

	
	
	契約数
301件
以上
	１事業者あたり60,000円
+１契約あたり20円加算
（上限１万件）
	
	


※対象数想定　LPガス利用者：131万件程度、販売事業者：1,000者程度
今回手続き開始箇所

３．支援の流れ
	北海道
	
補助申請
(12/26済み)
	北海道
ＬＰガス
協会
	
参加申請
(1/26～4/30)
	ＬＰガス
販売
事業者
	

	ＬＰガス
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値引原資等
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４．今後の対応
　　・LPガス協会（各支部）から販売事業者へ事業の概要や申請方法等を説明。
　　・本事業の申請受付開始について、報道機関等に情報提供するとともに、
広報媒体等を活用して、広く販売事業者等に周知する。
　　・LPガス利用者への支援が幅広く行き届くよう、LPガス協会と緊密に連携の上、
　　　販売事業者に積極的な申請を働きかける。
